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安全衛生管理規程【個人・小規模事業者】（例）




作成：令和〇年〇月〇日
改訂：令和〇年〇月〇日


第１章　総則

（目的）
第１条　本規程は、（屋号・事業所名）（以下「当事業所」という。）の安全衛生管理を充実させ、労働災害・健康障害の防止、受講者の安全確保、快適な職場・学習環境の形成を図り、事業の円滑な運営とサービス品質の向上に資することを目的とする。

（適用範囲）
第２条　当事業所の安全衛生は、労働安全衛生法その他関係法令、及び本規程による。
２　受講者の安全確保については、本規程に準じて運用する。

（用語の定義）
第３条　本規程において「労働者」とは、当事業所が常時使用する者をいい、「受講者」とは訓練・講座等に参加する者をいう。

第２章　安全衛生体制と役割

（事業主の責務）
第４条　事業主は、安全衛生管理の最終責任者として、以下を実施する。
（１）安全衛生方針の表明と周知
（２）年度安全衛生計画の策定・実施・点検・見直し
（３）設備・機器・作業のリスクアセスメントの実施と必要措置
（４）健康診断等、法定の実施事項の確実な履行
（５）事故・ヒヤリハットの再発防止
（６）受講者を含む施設内の安全確保

（推進体制）
第５条　当事業所の安全衛生推進体制は次による。
１　【従業員がいる場合】事業主は、現場の管理監督者（該当者がいれば）に日常の指導・点検を担わせる。
２　【常時10～49人】法令に基づき安全衛生推進者又は衛生推進者を選任し、事業主を補佐させる。
３　【50人未満】産業医、安全衛生委員会は原則不要とするが、必要に応じ顧問医等の意見を聴取できる。
４　【50人以上になった場合】総括安全衛生管理者・産業医・安全衛生委員会等、法令に基づく体制を追加選任・設置する。

（労働者の責務）
第６条　労働者は、法令及び本規程を遵守し、事業所が講ずる安全衛生措置に協力し、安全で健康的な職場環境の維持に努める。
２　受講者対応業務に従事する者は、受講者の安全配慮に留意する。

第３章　教育・周知

（安全衛生教育）
第７条　事業主は、次の教育を計画し、記録を保存する。
（１）雇入れ時教育（職場規則、危険・有害要因、保護具、災害時対応 等）
（２）作業内容・機器変更時の教育
（３）受講者向け安全オリエンテーション（避難経路、機器使用上の注意 等）
（４）《任意》年次のリフレッシュ教育（ヒヤリハット共有 等）

（参加・記録）
第８条　労働者は教育に参加し、事業主は教育記録（様式１）を保存する（原則３年間）。

第４章　日常安全衛生管理

（設備・機器の点検）
第９条　設備・機器は点検整備基準により点検し、記録（様式２）を保存する。
２　不具合は使用停止・隔離、修理手配等の措置を講ずる。

（作業の安全・手順）
第10条　危険を伴う作業や訓練機材の使用は、作業手順書に基づき実施し、リスクアセスメント（様式３）を行う。
２　標準化されていない作業は、内容・手順・危険性・連絡体制等を事前に確認する。
３　保護具は適切に選定・着用させ、保守管理を行う。

（化学物質等の管理）
第11条　化学品はSDS・ラベルを確認し、保管・換気・廃棄を適正に行う。必要に応じリスクアセスメントを行い、措置を講ずる。

（整理整頓・環境整備）
第12条　通路確保、転倒防止、照度・換気、騒音・温湿度など、快適かつ安全な環境を維持する。受講者エリアの掲示・導線も整える。

（感染症・食中毒対策）
第13条　発生動向に応じ、消毒・換気・健康観察・体調申告を実施する。労働者や同居人に感染症・食中毒（疑い含む）が生じた場合は、速やかに事業主へ報告し、必要措置（出勤調整、消毒、関係機関相談等）を講ずる。
２　飲食提供がある場合は、衛生管理と記録を行う。

（災害・緊急時対応）
第14条　火災・地震・停電・事故等に備え、初期対応、通報・避難手順、連絡網を定め、年１回以上の避難訓練を目安に実施する。《任意》

第５章　健康管理

（健康診断）
第15条　労働者に対し、法令に基づく雇入れ時・定期健康診断等を実施し、結果に基づき就業上の措置を講ずる。記録は５年間保存する。
２　長時間労働者が生じた場合は、法令に基づく面接指導等を行う。

（メンタルヘルス）
第16条　メンタル不調の早期相談・産業保健機関への連携体制を整備する。《任意》

第６章　記録・報告

（記録）
第17条　以下の記録を整備・保存する。
（１）教育記録（原則３年）
（２）健康診断結果・就業上の措置（５年）
（３）点検・巡視記録（３年）
（４）事故・ヒヤリハット報告（３年）
（５）化学物質管理（SDS、リスク評価、保管・廃棄記録 等）

（事故等の報告）
第18条　労働災害又は重大事故が発生した場合は、救護・再発防止措置の上、所轄労基署等へ必要な届出を行う。

第７章　表彰・指導等

（表彰）
第19条　安全衛生活動に貢献した者に対し、適宜表彰することができる。《任意》

（指導等）
第20条　本規程や基準に違反した場合は、指導・再教育等を行い、必要に応じ就業規則・労働契約に基づき措置する。【労働者がいる場合】

附則
（施行）本規程は、令和　年　月　日から施行する。
（見直し）法令改正、組織変更、災害・重大不具合発生時等に見直しを行う。
（規模変更）常時使用労働者が50人以上となった場合は、法令に基づく体制・委員会等を追加整備の上、規程を改訂する。

様式１：安全衛生教育記録

１【教育種別】雇入れ時／作業変更時／年次リフレッシュ／受講者向け
２【対象者】（氏名）
３【実施日】（　年　月　日）　【所要】（　分）
４【内容】職場規則／危険有害要因／保護具／緊急時対応／機器取扱／その他（　　　　　　　　　）
５【講師】（氏名）
６【理解度確認】口頭確認・テスト・実技（該当□）
７【是正事項】（必要な是正・フォローアップ）
８【備考】
９（署名）対象者：　　　　　　　　　講師：　　　　　　　　　事業主（確認）：　　　　　　

様式２：設備・機器 点検記録（週／月）

１【対象設備・機器】（名称／ID）　【設置場所】（　　　　）
２【点検日】（　年　月　日）　【点検者】（　）
□ 外観異常なし　□ 作動良好　□ 保護装置正常　□ 漏電・漏気なし
□ 清掃済　□ 消耗品残量OK　□ ラベル・注意表示あり　□ 予備品あり
３【不具合・リスク】（具体）
４【措置】使用停止・修理依頼・部品交換・隔離・再教育（該当□）／完了日（　）
５【次回点検】（　年　月　日）

様式３：簡易リスクアセスメント票

１【作業・機器】（対象）
２【危険有害要因】（挟まれ・切れ・転倒・感電・化学曝露・火災 等）
３【発生可能性】高・中・低　【重篤度】高・中・低　→【リスク水準】（　）
４【主な対策】技術的対策／手順化／保護具／教育／管理策（記載）
５【残留リスク】（　）　【実施期限】（　）　【責任者】（　）　【完了】（日付）

様式４：事故・ヒヤリハット報告


１【区分】労働災害／受講者事故／物損／ヒヤリハット
２【発生日時】（　年　月　日　時　分）　【場所】（　）
３【関係者】（氏名・所属）　【負傷・被害状況】（　）
４【状況・原因（推定）】（５W１Hで具体に）
５【応急・初動】（　）　【再発防止策】（人・物・方法・環境の観点で）
６【届出】労基署／保険／顧客／関係機関（該当□・日付）
７【検証・クローズ】（実施日／責任者／有効性確認）

様式５：受講者向け安全オリエンテーション チェック

１【実施日】（　）　【講座名】（　）　【担当】（　）
□ 避難経路・集合場所　□ 非常口・消火器の位置　
□ 実習機材の危険箇所・取扱注意　□ 保護具の使用方法　
□ 体調不良時の申告先　□ 施設内禁止事項（走行・飲食・撮影 等）
２【補足説明】（　）
３担当者署名：　　　　　　　　　受講者への周知完了：□
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